
　

独
占
禁
止
法
に
つ
い
て
（
４
）

　

不
公
正
な
取
引
方
法（
続
き
）

　

禁
止
さ
れ
て
い
る
「
不
公
正
な
取

引
方
法
」
の
類
型
を
さ
ら
に
説
明
し

ま
す
。

　

優
越
的
地
位
の
濫
用

　

取
引
上
の
地
位
が
相
手
方
に
優
越

し
て
い
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
正
常

な
商
習
慣
に
照
ら
し
て
不
当
に
、
取

引
の
条
件
や
実
施
に
つ
い
て
相
手
方

に
不
利
益
を
与
え
る
行
為
を
「
優
越

的
地
位
の
濫
用
」
と
言
い
ま
す
。

　

「
優
越
的
地
位
」
と
い
う
の
は
、

市
場
に
お
い
て
優
越
し
て
い
る
こ
と

で
は
な
く
、
取
引
の
相
手
方
に
対
し

て
相
対
的
に
優
越
し
て
い
る
地
位
の

こ
と
を
言
い
ま
す
。

　

大
規
模
小
売
店
業
に
関
し
て

　

ど
の
よ
う
な
行
為
が
「
優
越
的
地

位
の
濫
用
」
と
な
る
か
、
例
と
し

て
、
百
貨
店
、
ス
ー
パ
ー
、
専
門
量

販
店
等
の
大
規
模
小
売
業
者
と
納
入

業
者
と
の
間
の
取
引
に
つ
い
て
説
明

し
ま
す
。
納
入
業
者
は
、
商
品
を
小

売
業
者
に
継
続
的
に
納
入
し
て
も
ら

い
た
い
ば
か
り
に
、
小
売
業
者
の
不

当
な
要
求
に
も
応
じ
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
す
。

　

押
し
付
け
販
売
。
小
売
業
者
が
自

分
の
店
で
売
っ
て
い
る
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
を
納
入
業
者
に
買
わ
せ
る
こ

と
。

　

不
当
な
返
品
。
小
売
業
者
の
Ｐ
Ｂ

商
品
を
返
品
し
た
り
、
期
末
在
庫
整

理
の
た
め
、
売
れ
残
っ
た
商
品
を
返

品
す
る
こ
と
。

　

従
業
員
の
派
遣
の
要
請
。
小
売
業

者
が
自
社
の
開
店
準
備
や
棚
卸
な
ど

を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
納
入
業
者
に

従
業
員
を
派
遣
さ
せ
た
り
、
同
派
遣

に
代
え
て
小
売
業
者
が
雇
用
し
た
ア

ル
バ
イ
ト
費
用
等
を
納
入
業
者
に
負

担
さ
せ
る
こ
と
。

　

協
賛
金
な
ど
負
担
要
請
。
納
入
業

者
の
商
品
の
販
売
促
進
と
は
関
係
の

な
い
催
事
や
売
場
改
装
の
費
用
負
担

や
小
売
業
者
の
決
算
対
策
の
た
め
の

協
力
金
の
要
請
な
ど
。

　

特
売
商
品
等
の
買
い
た
た
き
。
小

売
業
者
の
セ
ー
ル
に
供
す
る
商
品
に

つ
い
て
、
納
入
業
者
と
協
議
す
る
こ

と
な
く
、
納
入
業
者
の
仕
入
価
格
を

下
回
る
納
入
価
格
を
定
め
、
そ
の
価

格
で
納
入
す
る
よ
う
に
一
方
的
に
指

示
し
て
、
自
社
の
通
常
の
納
入
価
格

に
比
べ
て
著
し
く
低
い
価
格
で
納
入

さ
せ
る
こ
と
。

　

競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害

　

国
内
の
競
争
者
と
そ
の
取
引
相
手

と
の
取
引
を
不
当
に
妨
害
す
る
行
為

を
「
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
」

と
言
い
ま
す
。

　

取
引
の
妨
害
が
す
べ
て
独
禁
法
上

違
法
と
な
る
訳
で
は
な
く
、
妨
害
す

る
行
為
が
あ
る
程
度
特
定
さ
れ
、
か

つ
、
妨
害
が
意
図
的
に
な
さ
れ
事
業

者
間
の
公
正
な
競
争
が
阻
害
さ
れ
る

よ
う
な
不
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　

例
と
し
て
は
、
メ
ー
カ
ー
系
の
保

守
・
販
売
業
者
が
、
同
メ
ー
カ
ー
の

機
器
の
保
守
業
務
を
行
っ
て
い
る
独

立
系
の
保
守
業
者
に
対
し
て
、
交
換

部
品
の
納
期
を
大
幅
に
遅
ら
せ
た
り

価
格
を
つ
り
上
げ
た
り
し
て
、
独
立

系
の
保
守
業
者
の
保
守
業
務
の
円
滑

な
遂
行
を
妨
げ
て
い
る
よ
う
な
場
合

で
す
。

　

事
業
者
団
体
の
活
動
規
制

　

組
合
、
工
業
会
、
協
会
な
ど
の
事

業
者
団
体
は
、
①
団
体
と
し
て
の
意

志
決
定
に
よ
っ
て
、
構
成
員
の
取
引

価
格
や
数
量
、
販
売
地
域
な
ど
を
制

限
し
た
り
し
て
競
争
を
実
質
的
に
制

限
す
る
こ
と
、
②
一
定
の
事
業
分
野

に
お
け
る
事
業
者
の
数
を
制
限
す
る

こ
と
、
③
競
争
の
実
質
的
制
限
に
至

ら
な
い
場
合
で
も
、
取
引
数
量
、
販

売
地
域
、
販
売
方
法
な
ど
の
制
限
に

よ
り
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
こ

と
、
④
他
の
事
業
者
に
不
公
正
な
取

引
方
法
を
さ
せ
る
こ
と
、
を
行
っ
た

場
合
は
、
独
禁
法
違
反
と
な
り
ま

す
。

　

た
だ
し
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合

の
よ
う
に
、
小
規
模
事
業
者
が
相
互

の
助
け
合
い
を
目
的
と
し
て
、
任
意

に
設
立
さ
れ
、
加
入
脱
退
が
自
由
で

あ
り
、
組
合
員
が
平
等
の
議
決
権
を

持
ち
、
利
益
の
配
分
限
度
が
法
令
か

定
款
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、

独
禁
法
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

「
企
業
結
合
の
規
制
」
は
省
略
。
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